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This report analyzed the influence of English skills on individual happiness by using data from the “Keio 

Household Panel Survey,” which reflects the demographics of society. In the analysis, subjective happiness 

was treated as a dependent variable; according to the ordered probit model, results revealed that (1) the level of 

happiness does not increase for men with a high level of English, whereas (2) the level of happiness does 

increase for women with a high level of English. 
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支援者が専門性を高めるための地域の実践  

新潟における自主学習会の取り組みから 
 

小澤薫 1*、伊藤裕輔 2、小栗宗春 3 

 
支援者の専門性は、クライエントにとって大きな力となる。その世帯の課題を追求し、

必要な制度、資源につながることができる。「地域包括ケアシステム」構想をはじめ政策的

には、福祉課題に対して、住民も含めた地域の力への期待が大きい。新潟で、支援者の専

門性を高めるという視点で活動している「東区地域力を高めるための学習会」と「ソーシ

ャルサポートネットワーク」という 2 つの学習会がある。この自主的学習会の実践、その

成果と課題について検討した。2 つの学習会の共通点は、支援者としての専門性の向上、

多職種連携、ネットワークづくり、そして学習会の継続であった。世帯の課題の背景であ

る社会構造を理解することが、支援者にとって重要であり、学習会の柱となっていること

がわかった。 
 
キーワード： 地域力、ソーシャルワーク、支援者支援、ネットワーク 

 

はじめに 

支援者の専門性は、クライエントにとって大

きな力となる。その世帯の課題を追求し、必要

な制度、資源につながることができる。自立に

向けて、その世帯の課題解決に向けて、支援者

の支えが不可欠である。その一方で、8050、9060
に代表されるように、世帯の課題が潜在化して

早期発見が困難な状況、多問題を抱えて対応に

長期間を要する状況が、福祉の現場では散見さ

れている。また、身元保証人等の不在を理由に、

病院への入院や施設等への入所が進まないとい

った事例もみられている 1）。 
2015 年施行の生活困窮者自立支援法では、生

活困窮者の支援にあたって、地域の役割、その

ための住民も含めた地域の人材の育成、資源の

確保、地域の福祉の担い手である専門職同士の

連携の重要性が強調されている。2025 年に向け

た地域包括ケアシステムの構築について、政府

は「地域の自主性や主体性に基づき、地域の特

性に応じ」た地域づくりを指摘している 2）。 
あわせて、専門職の確保、養成は、各自治体

をはじめ、専門機関において大きな課題になっ

ている。生活保護担当の現業員（ケースワーカ

ー）についてみると、経験年数 1 年未満が 23.6％、

3 年未満とあわせるとほぼ 6 割を占めている 3）。

全国公的扶助研究会の調査によると、①年代の

若い世代はケースワーカー経験が短いこと、②

勤続年数が短い人、就職したばかりの自治体職

員がケースワーカーの職に就いている傾向が示

された 4）。こうしたなかで、ソーシャルワーカ

ーとしての専門性の確保に向けた職員体制の整

備、研修が重要な役割を果たしている。 
 本稿では、社会福祉の専門職が、自身の専門

性を高めるために行っている 2 つの自主的な学

習会の開催頻度、内容、参加職種等をみていく。

その成果と課題について考察をしたい。 

方法 

「東区地域力を高めるための学習会」（幹事
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小栗）と「ソーシャルサポートネットワーク」

（幹事伊藤）のこれまでの活動を、企画・運営

の視点から整理する。 

結果と考察 

1 「東区地域力を高める学習会」の実践 
（１）学習会の開始時期と経緯、きっかけ 

2017 年に、地域包括支援センターの主任介護

支援専門員の声かけではじまった。当初メンバ

ーは、介護支援専門員、地域包括支援センター

職員、障がい相談支援専門員、大学教員、社会

福祉協議会コミュニティソーシャルワーカー、

新潟市内の弁護士であった。呼びかけ人の問題

意識として、「地域包括支援センターに持ち込ま

れる介護支援専門員の相談内容が、利用者のみ

の支援では解決に至らないケースがある。例え

ば同居する子どもに障がいがあり、そこから派

生する問題が利用者の生活にも影響し、問題を

複雑化し世帯全体の問題にまでなっているこ

と」であった。他のメンバーも同様の問題意識

を実践のなかで抱えており、従来の高齢、障が

いの個別の職種の枠にとどまらない連携が、地

域の福祉課題の解決に向けて不可欠であること

が共有化された。あわせて、政策的には、地域

力として地域住民の力が期待されているが、こ

こでは、支援者の専門性を高めることによって

地域力を高めるという認識のもと、支援者中心

の学習会を開催することとした。 
 
（２）学習会開催頻度 

開催は年 1〜2 回。学習会開催にあたって、

幹事会を年に 4〜5 回実施している。幹事会メン

バーは、当初メンバーである介護支援専門員、

地域包括支援センター職員、障がい相談支援専

門員、区社会福祉協議会コミュニティソーシャ

ルワーカー、大学教員、弁護士である。学習会

の企画、運営について協議をしている。 
 
（３）運営費 

自主財源で実施、助成金は活用していない。

資料の印刷代等の運営経費について、参加費

100 円を徴収している。 
 
（４）活動の対象エリア 

新潟市東区が主となる。会場は、第 2 回から

新潟市東区にある新潟県立大学で開催している。

参加者は、勤務地が東区の方が中心であるが、

東区以外からも参加がある。 
 
（５）学習会の目的 
① 東区に暮らす地域住民が、安心して暮らし

続けられるために必要な東区の地域性・地

域の強み、特性、課題を 1 つずつ明らかに

すること。 
② 利用者、家族、地域住民の支援をすすめる

にあたって、世帯単位の支援なしには困難

な実情があり、学習会を通して、高齢、障

がいなどの横断的な連携を図るとともに、

専門職同士の理解と専門性の向上を図る

こと。今後、支援しやすい環境づくりを整

備することとあわせて、専門職として地域

で働き続けられるモチベーションの向上

に役立てること。 
③ 将来的には、自分が所属する組織、団体や

行政に具体的な施策を提言し、暮らしやす

い地域づくりにつなげること。 
 
（６）主な参加者 

高齢分野、障がい分野の支援者（介護支援専

門員、地域包括支援センター社会福祉士、同セ

ンター保健師、看護師、障がい支援専門員）、社

会福祉協議会職員、弁護士、福祉用具専門員、

葬祭業者、大学教員、行政職員など。職種の構

成比については、表 1 の通り（2 回から 6 回の

延べの参加者）。 
表 1 参加者の職種等（延べ参加者数） 

職種等（自己申告） 人数（人） 

介護支援専門員 135 

相談支援専門員 40 

学生 29 

社会福祉士 28 

医療ソーシャルワーカー 8 

生活相談員 8 

弁護士 8 

保健師 8 

教員 7 

困窮者支援 7 

 

訪問介護サービス提供責任者 7 

看護師 5 

行政 5 

福祉用具相談員 5 

コミュニティソーシャルワーカー 4 

支援員 2 

就労支援員 2 

税理士 2 

社会福祉協議会職員 2 

薬剤師 1 

その他 15 

総計 328 

 
（７）学習会で取り上げたテーマ・参加者数 

テーマは、①高齢、障がい分野の複雑、多問

題ケース、②権利擁護（成年後見、身寄りなし

問題）、の 2 点に集約される（表 2）。 
表 2 各学習会のテーマ、参加人数 

回 開催日 テーマ 
参加人

数（人） 

1 2017/7/15 

「東区の基本データ」「弁

護士・支援者ほっとライン 

東区の状況」 

20 

2 2017/10/14 

「他機関連携（高齢、障が

いの支援困難ケース）」「東

区社会福祉協議会活動報

告」 

56 

3 2018/1/27 

「基幹相談支援センター業

務内容について」「連携に

ついて」（障がい部門） 

63 

4 2018/8/18 

「みんなで考えるケース会

議」（障がい部門）、イン

シデントプロセス法活用、

「弁護士連続ミニ講座 成

年後見制度」 

60 

5 2019/1/12 

「社会福祉協議会事業から

見える子ども・子育て支援

の現状と課題」「弁護士連

続ミニ講座 身寄りなし問

題」 

61 

6 2019/11/8 

「事例のむこう側に輝いて

いるクライエントの強み〜

２事例を通して〜」 

68 

 
（８）学習会に対する主催者としての評価 
・ 高齢、障がい、子どもが同居する世帯支援

に対して、各専門職が横断的な連携を図る

ことを意識した事例検討をおこなってきた

（第 2〜4、6 回の事例検討から）。そのこと

は、東区において高齢の親、障がいのある

子の世帯で、問題が複雑化しているという

地域の特性から、でてきたテーマである。

学習会の繰り返しと継続が東区という地域

の特性を具体的に表すことにつながり、支

援の専門性の根拠を明確にできるようにな

ると考えている。 
・ 第 3 回の学習会で取り入れた「インシデン

トプロセス法」5）を学んだ介護支援専門員

が、自身の業務圏域の「介護支援専門員事

例検討会」で取り入れ、学びを広げていっ

た。業務の中に学習会で学んだ新しい技法

を取り入れることが可能となった。そのこ

とは専門性を高め、働き続けられるモチベ

ーションづくりにも寄与したと考えられる。 
・ 学習会後、幹事会では毎回アンケートをと

ることで、参加者のニーズを捉えることに

努めた。東区の支援ケースが、複雑多問題

化している特性の 1 つに子どもの問題もあ

ることが出された。そのことを踏まえて子

ども支援中心の学習会を開催した（第 5回）。

高齢分野、障がい分野の専門職にとっては、

支援の視点を広げることができたと同時に、

子ども分野の専門職との連携が弱いこと、

その連携を強めていくことの重要性を意識

することにつながった。 
・ 計 6回にわたる学習会の積み重ねによって、

東区の特性の 1 つである、高齢の親と障が

いのある子の同居世帯において、複雑で、

多問題を抱えた、支援困難なケースが多い

ことが確認された。あわせて、支援にあた

って多職種の支援の連携が重要であること

が改めて確認された。それは学習会のテー

マの共通性にも現れている。そのことが、

東区の特質の 1 つとして捉えており、学習

会を継続するモチベーションとなっている。 
・ 現場の支援者が研究者と一緒に学習会を計

画することで、支援者の実践の根拠と理論
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に対して、各専門職が横断的な連携を図る

ことを意識した事例検討をおこなってきた

（第 2〜4、6 回の事例検討から）。そのこと

は、東区において高齢の親、障がいのある

子の世帯で、問題が複雑化しているという

地域の特性から、でてきたテーマである。

学習会の繰り返しと継続が東区という地域

の特性を具体的に表すことにつながり、支

援の専門性の根拠を明確にできるようにな

ると考えている。 
・ 第 3 回の学習会で取り入れた「インシデン

トプロセス法」5）を学んだ介護支援専門員

が、自身の業務圏域の「介護支援専門員事

例検討会」で取り入れ、学びを広げていっ

た。業務の中に学習会で学んだ新しい技法

を取り入れることが可能となった。そのこ

とは専門性を高め、働き続けられるモチベ

ーションづくりにも寄与したと考えられる。 
・ 学習会後、幹事会では毎回アンケートをと

ることで、参加者のニーズを捉えることに

努めた。東区の支援ケースが、複雑多問題

化している特性の 1 つに子どもの問題もあ

ることが出された。そのことを踏まえて子

ども支援中心の学習会を開催した（第 5回）。

高齢分野、障がい分野の専門職にとっては、

支援の視点を広げることができたと同時に、

子ども分野の専門職との連携が弱いこと、

その連携を強めていくことの重要性を意識

することにつながった。 
・ 計 6回にわたる学習会の積み重ねによって、

東区の特性の 1 つである、高齢の親と障が

いのある子の同居世帯において、複雑で、

多問題を抱えた、支援困難なケースが多い

ことが確認された。あわせて、支援にあた

って多職種の支援の連携が重要であること

が改めて確認された。それは学習会のテー

マの共通性にも現れている。そのことが、

東区の特質の 1 つとして捉えており、学習

会を継続するモチベーションとなっている。 
・ 現場の支援者が研究者と一緒に学習会を計

画することで、支援者の実践の根拠と理論
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を切り結ぶことになり得ると考えている。 
・ 地域の実態から、支援者の支援内容では、

権利擁護の視点が今後ますます重要になっ

ている。弁護士の幹事会への参加とあわせ

て、学習会のなかで、弁護士による成年後

見のしくみや身寄りなし問題についての講

座を開催してきた。司法との連携の重要性

を学習会に位置づけてきた。そのことは、

支援者にとって、弁護士が身近な存在とし

て相談できる関係にもなり、問題解決の方

向の糸口になってきたといえる。 
 

（９）今後の活動に向けての課題 
・ 東区における高齢の親と障がいの子の世帯

の複雑で支援困難な状況について、障がい

者手帳発行数と関係があると考えたが、他

区と比較して高くはなかった。その一方で

東区は、生活保護率、公営住宅戸数、児童

虐待発生率が新潟市内で一番高いという特

徴的な状況を示している。その上で、支援

者が地域の特性や地域性を把握した上で専

門的な支援ができるように、さらなるデー

タ分析が不可欠になっている。そこを明ら

かにすることが学習会の目的であり、将来

的には提言やソーシャルアクションになる

と考えている。 
・ 専門職が支援しながら困難と感じつつも、

多職種で連携しながら、支援する背景には、

利用者や家族の置かれた生活は、社会構造

の様々な矛盾の反映として理解することが

重要である。そこに目を向けた学習会が今

後必要になると考えるようになった。 
・ 東区地域力を高めるには、行政との連携は

不可欠であるが、行政の参加が非常に少な

い。行政の支援者が参加しやすい工夫が必

要である。 
 
２「ソーシャルサポートネットワーク」の実践 
（１）研究会の開始時期と経緯、きっかけ 

2016 年に同じ市内の地域包括支援センター

の社会福祉士同士で「保健師や介護支援専門員

の役割は広く周知されているが、社会福祉士の

認知状況はどうなのか」という疑問が共有され

た。厚生労働省は、社会福祉士の「あり方や機

能を明確化する」必要性があることを指摘した

ことを踏まえて 6）、社会福祉士を対象とした学

習会を企画した。その際、団体名は、社会の問

題に対して複数の人や集団と連携を図る支援体

制を構築していきたいという思いから、「ソーシ

ャルサポートネットワーク」とした。 
 
（２）学習会開催頻度 

仕事の傍らでの活動になること、家庭生活と

の両立の観点から、無理なく継続して行ってい

くことを目標とした（基本的に年 3 回程度開催）。

幹事の中心メンバーは、学習会代表と同じ市内

で働く地域包括支援センターの社会福祉士と社

会福祉士の資格取得を目指している職員の 3 人

で構成されている。第 3 回以降の学習会から開

催場所とテーマに合わせて、その都度協力者を

募り、一緒に企画・実施をしてきた。幹事会の

開催頻度はテーマごとに 3 回程度、内容の構成

と役割分担を確認している。開催ごとの協力者

については、表 3 の通りである。 
表 3 開催にあたっての協力者 

  協力者 

第 1 回 なし 

第 2 回 なし 

第 3 回 
社会福祉士２人、介護支援専門員２人、
教員１人、保健師１人、学生１人 

第 4 回 社会福祉士１人、介護支援専門員１人 

第 5 回 社会福祉士２人、介護支援専門員２人 

第 6 回 社会福祉士１人、介護支援専門員１人 

第 7 回 
社会福祉士４人、介護支援専門員１人、
教員 2 人、保健師１人、学生６人 

第 8 回 社会福祉士５人 

第 9 回 社会福祉士１人 

 
（３）運営費 

新潟県社会福祉士会の自主活動支援の申請

を行い、年 4 万円の経費補助を受け、活動費に

あてている。使用用途は主に印刷代や会場費に

使用している。運営費の不足が生じるため、毎

回参加者から 100 円徴収している（学生は無料）。 
 

 

（４）活動の対象エリア 
学習会を立ち上げる際に新潟県社会福祉士

会の入会者数を調べたところ、約 1,200 人であ

り、新潟市を除いた下越圏域の入会者数はその

うちの 8％程度であった（2019 年 10 月 25 日時

点）。そこで対象エリアを限定せずに各市町村に

出向いて学習会を開催していく方向となった。 
 
（５）学習会の目的 

幹事会では以下の 5 点を目的とした。 
① 下越地区の社会福祉士同士の横のつながり

を構築すること。仲間づくりと他分野の専

門性を知ること。 

② 専門職としての啓発や社会的認知度の向上

を図ること。社会福祉士資格の有無、県社

会福祉士会の会員かどうかに関わらず、社

会福祉士に関心がある人の参加を促す。 

③ 参加者自身の「～な活動がやりたい」「～な

研修がしたい」「～を知りたい」「～学びた

い」といった声を反映していくこと。 

④ 勉強会等を通じ、ソーシャルワークの実践

力や自らの専門性の向上を図っていくこと。

そのことによって個々の業務や活動等に活

かすことができる。 

⑤ 地域に存在する多様な資源とつながり、下

越地区における社会福祉の増進に寄与する

こと。 

 
（６）主な参加者 

参加者の内訳で最も多い職種は、社会福祉士

であり、次いで学生、介護支援専門員の順とな

っている。対象者を社会福祉士に限定していな

いため、大学と専門学校の先生や医療系の職種

の参加も多い。その他での職種は社会福祉主事、

地域福祉活動専門員、葬儀屋、事務職であった

（表 4）。 
表 4 参加者の職種の内訳（延べ参加者数） 

職種等 人数（人） 

社会福祉士 129 

ケアマネ 41 

精神保健福祉士 8 

教員 15 

介護士 18 

学生 61 

福祉用具専門員 7 

保健師 15 

看護師 2 

その他 19 

総数 315 

 
（７）学習会で取り上げたテーマ・参加者数 

テーマは、「社会福祉士」としての専門性を

深めていくものである（表 5）。 
表 5 各学習会のテーマ・参加者数 

  開催日 テーマ（開催場所） 
参加人

数（人） 

1 2016/12/3 
「社会福祉士って何？」（新

発田市） 
26 

2 2017/3/25 

「助けてと言えなくて マ

ップ作成から見える地域の

課題」（新潟市） 

38 

3 2017/8/29 

「未来を考えるソーシャル

ワーク 最悪のシナリオか

ら考える」（新潟市） 

45 

4 2017/12/2 

「私が描く相談員像 相談

員に求められる役割」（新発

田市） 

31 

5 2018/3/10 

「社会福祉士の相談援助と

は？ 事例検討を通じて」

（新潟市） 

46 

6 2018/7/14 
「社会福祉士って何？」（村

上市） 
20 

7 2018/9/14 
「過去・現在・未来を考える

旅」（阿賀町） 
40 

8 2018/3/16 
「社会の歪み 医療編」（新

潟市） 
57 

9 2019/7/27 
「社会の歪み ひきこもり

編」（新潟市） 
32 

 
（８）学習会に対する主催者としての評価 
・ この 4 年間、4 市町村で 9 回の学習会を企画

し開催し、各地域で働く多くの社会福祉士

との出会いがあった。また、参加者と一緒

に学びを深める中で社会福祉士の専門性に

ついて考えてきた。参加者の中には学習会

がきっかけで社会福祉士に関心を持ち、国
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を切り結ぶことになり得ると考えている。 
・ 地域の実態から、支援者の支援内容では、

権利擁護の視点が今後ますます重要になっ

ている。弁護士の幹事会への参加とあわせ

て、学習会のなかで、弁護士による成年後

見のしくみや身寄りなし問題についての講

座を開催してきた。司法との連携の重要性

を学習会に位置づけてきた。そのことは、

支援者にとって、弁護士が身近な存在とし

て相談できる関係にもなり、問題解決の方

向の糸口になってきたといえる。 
 

（９）今後の活動に向けての課題 
・ 東区における高齢の親と障がいの子の世帯

の複雑で支援困難な状況について、障がい

者手帳発行数と関係があると考えたが、他

区と比較して高くはなかった。その一方で

東区は、生活保護率、公営住宅戸数、児童

虐待発生率が新潟市内で一番高いという特

徴的な状況を示している。その上で、支援

者が地域の特性や地域性を把握した上で専

門的な支援ができるように、さらなるデー

タ分析が不可欠になっている。そこを明ら

かにすることが学習会の目的であり、将来

的には提言やソーシャルアクションになる

と考えている。 
・ 専門職が支援しながら困難と感じつつも、

多職種で連携しながら、支援する背景には、

利用者や家族の置かれた生活は、社会構造

の様々な矛盾の反映として理解することが

重要である。そこに目を向けた学習会が今

後必要になると考えるようになった。 
・ 東区地域力を高めるには、行政との連携は

不可欠であるが、行政の参加が非常に少な

い。行政の支援者が参加しやすい工夫が必

要である。 
 
２「ソーシャルサポートネットワーク」の実践 
（１）研究会の開始時期と経緯、きっかけ 

2016 年に同じ市内の地域包括支援センター

の社会福祉士同士で「保健師や介護支援専門員

の役割は広く周知されているが、社会福祉士の

認知状況はどうなのか」という疑問が共有され

た。厚生労働省は、社会福祉士の「あり方や機

能を明確化する」必要性があることを指摘した

ことを踏まえて 6）、社会福祉士を対象とした学

習会を企画した。その際、団体名は、社会の問

題に対して複数の人や集団と連携を図る支援体

制を構築していきたいという思いから、「ソーシ

ャルサポートネットワーク」とした。 
 
（２）学習会開催頻度 

仕事の傍らでの活動になること、家庭生活と

の両立の観点から、無理なく継続して行ってい

くことを目標とした（基本的に年 3 回程度開催）。

幹事の中心メンバーは、学習会代表と同じ市内

で働く地域包括支援センターの社会福祉士と社

会福祉士の資格取得を目指している職員の 3 人

で構成されている。第 3 回以降の学習会から開

催場所とテーマに合わせて、その都度協力者を

募り、一緒に企画・実施をしてきた。幹事会の

開催頻度はテーマごとに 3 回程度、内容の構成

と役割分担を確認している。開催ごとの協力者

については、表 3 の通りである。 
表 3 開催にあたっての協力者 

  協力者 

第 1 回 なし 

第 2 回 なし 

第 3 回 
社会福祉士２人、介護支援専門員２人、
教員１人、保健師１人、学生１人 

第 4 回 社会福祉士１人、介護支援専門員１人 

第 5 回 社会福祉士２人、介護支援専門員２人 

第 6 回 社会福祉士１人、介護支援専門員１人 

第 7 回 
社会福祉士４人、介護支援専門員１人、
教員 2 人、保健師１人、学生６人 

第 8 回 社会福祉士５人 

第 9 回 社会福祉士１人 

 
（３）運営費 

新潟県社会福祉士会の自主活動支援の申請

を行い、年 4 万円の経費補助を受け、活動費に

あてている。使用用途は主に印刷代や会場費に

使用している。運営費の不足が生じるため、毎

回参加者から 100 円徴収している（学生は無料）。 
 

 

（４）活動の対象エリア 
学習会を立ち上げる際に新潟県社会福祉士

会の入会者数を調べたところ、約 1,200 人であ

り、新潟市を除いた下越圏域の入会者数はその

うちの 8％程度であった（2019 年 10 月 25 日時

点）。そこで対象エリアを限定せずに各市町村に

出向いて学習会を開催していく方向となった。 
 
（５）学習会の目的 

幹事会では以下の 5 点を目的とした。 
① 下越地区の社会福祉士同士の横のつながり

を構築すること。仲間づくりと他分野の専

門性を知ること。 

② 専門職としての啓発や社会的認知度の向上

を図ること。社会福祉士資格の有無、県社

会福祉士会の会員かどうかに関わらず、社

会福祉士に関心がある人の参加を促す。 

③ 参加者自身の「～な活動がやりたい」「～な

研修がしたい」「～を知りたい」「～学びた

い」といった声を反映していくこと。 

④ 勉強会等を通じ、ソーシャルワークの実践

力や自らの専門性の向上を図っていくこと。

そのことによって個々の業務や活動等に活

かすことができる。 

⑤ 地域に存在する多様な資源とつながり、下

越地区における社会福祉の増進に寄与する

こと。 

 
（６）主な参加者 

参加者の内訳で最も多い職種は、社会福祉士

であり、次いで学生、介護支援専門員の順とな

っている。対象者を社会福祉士に限定していな

いため、大学と専門学校の先生や医療系の職種

の参加も多い。その他での職種は社会福祉主事、

地域福祉活動専門員、葬儀屋、事務職であった

（表 4）。 
表 4 参加者の職種の内訳（延べ参加者数） 

職種等 人数（人） 

社会福祉士 129 

ケアマネ 41 

精神保健福祉士 8 

教員 15 

介護士 18 

学生 61 

福祉用具専門員 7 

保健師 15 

看護師 2 

その他 19 

総数 315 

 
（７）学習会で取り上げたテーマ・参加者数 

テーマは、「社会福祉士」としての専門性を

深めていくものである（表 5）。 
表 5 各学習会のテーマ・参加者数 

  開催日 テーマ（開催場所） 
参加人

数（人） 

1 2016/12/3 
「社会福祉士って何？」（新

発田市） 
26 

2 2017/3/25 

「助けてと言えなくて マ

ップ作成から見える地域の

課題」（新潟市） 

38 

3 2017/8/29 

「未来を考えるソーシャル

ワーク 最悪のシナリオか

ら考える」（新潟市） 

45 

4 2017/12/2 

「私が描く相談員像 相談

員に求められる役割」（新発

田市） 

31 

5 2018/3/10 

「社会福祉士の相談援助と

は？ 事例検討を通じて」

（新潟市） 

46 

6 2018/7/14 
「社会福祉士って何？」（村

上市） 
20 

7 2018/9/14 
「過去・現在・未来を考える

旅」（阿賀町） 
40 

8 2018/3/16 
「社会の歪み 医療編」（新

潟市） 
57 

9 2019/7/27 
「社会の歪み ひきこもり

編」（新潟市） 
32 

 
（８）学習会に対する主催者としての評価 
・ この 4 年間、4 市町村で 9 回の学習会を企画

し開催し、各地域で働く多くの社会福祉士

との出会いがあった。また、参加者と一緒

に学びを深める中で社会福祉士の専門性に

ついて考えてきた。参加者の中には学習会

がきっかけで社会福祉士に関心を持ち、国
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家試験の受験資格を取得する人もでてきた。

さらに、社会福祉士には様々なフィールド

で働いている人が多く、他分野の専門性を

知ることにも繋がった。 
・ 第 2 回から企画の協力者を募り、第 3 回か

ら開催場所とテーマに合わせて協力者と一

緒に打ち合わせを行い、学習会の開催につ

なげた。協力者は社会福祉士だけではなく、

大学や専門学校の教員をはじめ、保健師、

介護支援専門員、学生と幅広い職種の方と

一緒に企画・開催してきた。事例検討が多

い学習会だが、第 7 回の学習会では、現任

者と県内の社会福祉士養成の複数の大学と

専門学校の学生と一緒に阿賀町で一泊二日

の学習会を企画した。阿賀町で働く社会福

祉士の取り組みをはじめ、住民との触れ合

い、高齢者の居場所（サロン）訪問、水俣

病について学びを深めることができた。 
・ 毎回、アンケートで参加者に学習会で取り

上げてほしいテーマを挙げてもらっている。

できるだけ参加者の要望に応えられるよう

に幹事会で打ち合わせを重ねてきた。その

中で、ひきこもりに関する学習会を希望す

る意見が多く、第 9 回ではひきこもりをテ

ーマに学習会を開催した。改めて参加者と

一緒に学習会を作っていく大切さを学ぶこ

とができた。 
・ 毎回、土曜日の午後に学習会を企画してい

るが、貴重な休日にも関わらず毎回 20 名以

上の参加者が集まっている。 
・ 参加者の職種は、表 4 で示した通りだが、

参加者の年齢は 20 代から 60 代と幅広い。

グループワークでは、その強みを生かすた

めになるべく世代別に分けている。第 5 回

終了後のアンケートでは、「自分が生きてき

た勘や経験知で判断することは間違いだと

気づくことができた」、「ソーシャルワーカ

ーとして大切なのは、気づきの言語化、価

値、ソーシャルアクションであることが良

くわかった。これからは意識して普段の業

務に取り組みたい」との意見があった。社

会福祉士はクライエントの自己実現を目指

すために必要な視点を学ぶことができた。 
・ この学習会は、社会福祉士養成の大学・専

門学校の教員が関わっており、そこから多

くの学生に広報ができ、学生の参加が多い

ことも特徴の 1 つである。ソーシャルワー

カーは、現場実践の中から湧き上る問題意

識や検討課題を追求し、実践の理論化と理

論の実践への活用という両面で活躍する必

要があると考えている。この点からも学習

会に教員が協力していることは非常に心強

い。また、本活動が新潟県社会福祉士会で

も注目されるようになり、「2020 年 ソーシ

ャルワーカーデーin にいがた」では、本活

動の内容を報告することとなっている。着

実に歩んできた成果が、実を結んでいると

実感している。 
・ 本活動の強みの 1 つは行動力である。対象

エリアを限定せずに新発田市、新潟市、村

上市、阿賀町で、テーマを考えながら学習

会を開催してきた。そこで出会うことがで

きた社会福祉士や他職種は、継続な学習会

への参加につながっている。また、ときに

は学習会の協力者にもなってもらい、より

関係性が深まっていることを実感している。 
・ 強みの 2 点目は発信力である。本活動に興

味関心を持ってもらえるようにフェイスブ

ックを活用し、開催日の告知と学習会終了

後の様子をアップしている。実際、過去の

アンケート集計からフェイスブックの動画

を見て参加した人は多かった。全体として

学生や 20 代前半の参加者が多く、時代にあ

った周知方法や工夫が必要である。 
・ 強みの 3 点目は社会福祉士を目指している

学生の参加が多いことである。現役の社会

福祉士がどのような場面で悩み、葛藤を抱

えているのか、それを直接学生が感じるこ

とによって、学生が学びを深めるとともに、

自分なりの考え方を形作る場にもなってい

るのではないかと感じている。 
・ 学習会を継続できる強さである。回数を重

ねていくと考え方の相違や学習会の負担か

ら存続自体難しくなることがある。学習会

を通して久しぶりに会う仲間と近況報告を

したり、お互いの頑張りを知ることでモチ

ベーションのアップにつながることがある。

参加者からも「毎回楽しみにしている」「次

 

はいつですか」と聞かれることもある。幹

事と参加者に元気を与えられることが本活

動の一番の強みではないかと考えている。 

 

（９）今後の活動に向けての課題 
・ 学習会を継続することである。仕事、家庭、

プライベートの傍らで企画・運営・振り返

りの時間を確保するためには大きなエネル

ギーが必要である。特に企画の段階では、

内容の構成や役割分担、会場の確保、出欠

席者の把握、懇親会の手配など詳細な確認

が必要になる。幹事には、未就学から、小

学校低学年、高校受験を控えた子どもなど、

子育て世代が多いため、家族の理解が欠か

せない。学習会は年 3 回程度を予定してい

るが、継続していくためには家庭とのバラ

ンスを見ながら開催数を調整することも必

要になっている。 

・ テーマ・内容の構成である。学習会立ち上

げ当初は、参加者数が本活動の評価に繋が

ると考え、参加者数を増すことを考えてき

た。いまは、事例検討を重ねる中で、地域

に共通する「社会的排除」、「社会的孤立」

の実態を確認することができた。社会構造

のなかで問題を捉えていくこと、これらの

諸問題に対してどのように参加者と問題意

識を共有していくか、こうした視点でテー

マを考えていこうと考えるようになった。 

 

３ 学習会の共通点と事例検討から見えた地域

の構造 

（１）学習会の共通点 
2 つの学習会の取り組みの共通性から、学習

会のステップアップにつながるものを考えると、

それぞれの学習会の目的と参加職種に現れてい

る。その共通点は以下の通りである。 
① 専門性の向上 

「ソーシャルサポートネットワーク」は、社会

福祉士という資格の本来の専門性とは何かを考

えるために、学習会テーマが社会福祉士に関連

するものになっている。「東区地域力を高める学

習会」は、地域に現れる諸問題から地域の特性

に視点を置いて、事例を用いながら検討し、支

援者としての専門性を高めるアプローチをとっ

ている。また、研究者、弁護士の参加を促し、

より専門性の向上を意識したものになっている。 
② 多職種連携 

参加者の職種（業種）の内訳をみると、「ソーシ

ャルサポートネットワーク」は 9、「東区地域力

を高める学習会」は 14 であった。なお、「東区

地域力を高める学習会」の幹事のひとりは、1990
年代に、新潟市で自主的な学習会である「福祉、

医療学習会」を運営した経験がある。開催は、

ほぼ毎月で、2 年間行われた。この時の参加職

種は、特別養護老人ホームの生活相談員、介護

士、病院職員、病院医療ソーシャルワーカー、

大学教員の 5 職種のみだったという。措置から

契約へという体制の変更、介護の社会保険化な

ど制度、環境が大きく変わったため、単純に比

較はできないが、参加職種（業種）の増加は、

支援にあたって多くの機関との連携が求められ

ていることといえる。 
③ ネットワークづくり 

専門性を高め、地域のクライエントの生活に現

れる諸問題を支援するには、多くの専門職との

連携なしには支援が難しい。このことは、多く

の専門職による支援ができるようなネットワー

クを構築しないと課題解決につながらないこと

を意味している。 
④ 身の丈にあった学習会の積み重ね 

学習会を開催してきた代表者の考えの共通点は、

そもそも社会福祉士として、支援者として、自

分たちは専門性が高くないという認識から出発

していた。学習会に参加する社会福祉士、支援

者と一緒に、お互いに専門性を高めていきたい

という思いがあり、それが、背伸びせず、今の

専門性の到達点からくる身の丈にあった学習会

の開催であり、その積み重ねである。 
 
（２）検討した事例の内容 

「東区地域力を高める学習会」と「ソーシャ

ルサポートネットワーク」の事例検討の内容を

みると、事例に出てくるクライエント及びその

家族には共通するものがある。それは社会的な

つながりが弱いということである。事例だけで

はなく、実際に働く現場でも 1 世帯の中にそれ

ぞれの世帯員が抱えるニーズが複合化し絡み合

うケースが存在している。それらは、短期間で
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家試験の受験資格を取得する人もでてきた。

さらに、社会福祉士には様々なフィールド

で働いている人が多く、他分野の専門性を

知ることにも繋がった。 
・ 第 2 回から企画の協力者を募り、第 3 回か

ら開催場所とテーマに合わせて協力者と一

緒に打ち合わせを行い、学習会の開催につ

なげた。協力者は社会福祉士だけではなく、

大学や専門学校の教員をはじめ、保健師、

介護支援専門員、学生と幅広い職種の方と

一緒に企画・開催してきた。事例検討が多

い学習会だが、第 7 回の学習会では、現任

者と県内の社会福祉士養成の複数の大学と

専門学校の学生と一緒に阿賀町で一泊二日

の学習会を企画した。阿賀町で働く社会福

祉士の取り組みをはじめ、住民との触れ合

い、高齢者の居場所（サロン）訪問、水俣

病について学びを深めることができた。 
・ 毎回、アンケートで参加者に学習会で取り

上げてほしいテーマを挙げてもらっている。

できるだけ参加者の要望に応えられるよう

に幹事会で打ち合わせを重ねてきた。その

中で、ひきこもりに関する学習会を希望す

る意見が多く、第 9 回ではひきこもりをテ

ーマに学習会を開催した。改めて参加者と

一緒に学習会を作っていく大切さを学ぶこ

とができた。 
・ 毎回、土曜日の午後に学習会を企画してい

るが、貴重な休日にも関わらず毎回 20 名以

上の参加者が集まっている。 
・ 参加者の職種は、表 4 で示した通りだが、

参加者の年齢は 20 代から 60 代と幅広い。

グループワークでは、その強みを生かすた

めになるべく世代別に分けている。第 5 回

終了後のアンケートでは、「自分が生きてき

た勘や経験知で判断することは間違いだと

気づくことができた」、「ソーシャルワーカ

ーとして大切なのは、気づきの言語化、価

値、ソーシャルアクションであることが良

くわかった。これからは意識して普段の業

務に取り組みたい」との意見があった。社

会福祉士はクライエントの自己実現を目指

すために必要な視点を学ぶことができた。 
・ この学習会は、社会福祉士養成の大学・専

門学校の教員が関わっており、そこから多

くの学生に広報ができ、学生の参加が多い

ことも特徴の 1 つである。ソーシャルワー

カーは、現場実践の中から湧き上る問題意

識や検討課題を追求し、実践の理論化と理

論の実践への活用という両面で活躍する必

要があると考えている。この点からも学習

会に教員が協力していることは非常に心強

い。また、本活動が新潟県社会福祉士会で

も注目されるようになり、「2020 年 ソーシ

ャルワーカーデーin にいがた」では、本活

動の内容を報告することとなっている。着

実に歩んできた成果が、実を結んでいると

実感している。 
・ 本活動の強みの 1 つは行動力である。対象

エリアを限定せずに新発田市、新潟市、村

上市、阿賀町で、テーマを考えながら学習

会を開催してきた。そこで出会うことがで

きた社会福祉士や他職種は、継続な学習会

への参加につながっている。また、ときに

は学習会の協力者にもなってもらい、より

関係性が深まっていることを実感している。 
・ 強みの 2 点目は発信力である。本活動に興

味関心を持ってもらえるようにフェイスブ

ックを活用し、開催日の告知と学習会終了

後の様子をアップしている。実際、過去の

アンケート集計からフェイスブックの動画

を見て参加した人は多かった。全体として

学生や 20 代前半の参加者が多く、時代にあ

った周知方法や工夫が必要である。 
・ 強みの 3 点目は社会福祉士を目指している

学生の参加が多いことである。現役の社会

福祉士がどのような場面で悩み、葛藤を抱

えているのか、それを直接学生が感じるこ

とによって、学生が学びを深めるとともに、

自分なりの考え方を形作る場にもなってい

るのではないかと感じている。 
・ 学習会を継続できる強さである。回数を重

ねていくと考え方の相違や学習会の負担か

ら存続自体難しくなることがある。学習会

を通して久しぶりに会う仲間と近況報告を

したり、お互いの頑張りを知ることでモチ

ベーションのアップにつながることがある。

参加者からも「毎回楽しみにしている」「次

 

はいつですか」と聞かれることもある。幹

事と参加者に元気を与えられることが本活

動の一番の強みではないかと考えている。 

 

（９）今後の活動に向けての課題 
・ 学習会を継続することである。仕事、家庭、

プライベートの傍らで企画・運営・振り返

りの時間を確保するためには大きなエネル

ギーが必要である。特に企画の段階では、

内容の構成や役割分担、会場の確保、出欠

席者の把握、懇親会の手配など詳細な確認

が必要になる。幹事には、未就学から、小

学校低学年、高校受験を控えた子どもなど、

子育て世代が多いため、家族の理解が欠か

せない。学習会は年 3 回程度を予定してい

るが、継続していくためには家庭とのバラ

ンスを見ながら開催数を調整することも必

要になっている。 

・ テーマ・内容の構成である。学習会立ち上

げ当初は、参加者数が本活動の評価に繋が

ると考え、参加者数を増すことを考えてき

た。いまは、事例検討を重ねる中で、地域

に共通する「社会的排除」、「社会的孤立」

の実態を確認することができた。社会構造

のなかで問題を捉えていくこと、これらの

諸問題に対してどのように参加者と問題意

識を共有していくか、こうした視点でテー

マを考えていこうと考えるようになった。 

 

３ 学習会の共通点と事例検討から見えた地域

の構造 

（１）学習会の共通点 
2 つの学習会の取り組みの共通性から、学習

会のステップアップにつながるものを考えると、

それぞれの学習会の目的と参加職種に現れてい

る。その共通点は以下の通りである。 
① 専門性の向上 

「ソーシャルサポートネットワーク」は、社会

福祉士という資格の本来の専門性とは何かを考

えるために、学習会テーマが社会福祉士に関連

するものになっている。「東区地域力を高める学

習会」は、地域に現れる諸問題から地域の特性

に視点を置いて、事例を用いながら検討し、支

援者としての専門性を高めるアプローチをとっ

ている。また、研究者、弁護士の参加を促し、

より専門性の向上を意識したものになっている。 
② 多職種連携 

参加者の職種（業種）の内訳をみると、「ソーシ

ャルサポートネットワーク」は 9、「東区地域力

を高める学習会」は 14 であった。なお、「東区

地域力を高める学習会」の幹事のひとりは、1990
年代に、新潟市で自主的な学習会である「福祉、

医療学習会」を運営した経験がある。開催は、

ほぼ毎月で、2 年間行われた。この時の参加職

種は、特別養護老人ホームの生活相談員、介護

士、病院職員、病院医療ソーシャルワーカー、

大学教員の 5 職種のみだったという。措置から

契約へという体制の変更、介護の社会保険化な

ど制度、環境が大きく変わったため、単純に比

較はできないが、参加職種（業種）の増加は、

支援にあたって多くの機関との連携が求められ

ていることといえる。 
③ ネットワークづくり 

専門性を高め、地域のクライエントの生活に現

れる諸問題を支援するには、多くの専門職との

連携なしには支援が難しい。このことは、多く

の専門職による支援ができるようなネットワー

クを構築しないと課題解決につながらないこと

を意味している。 
④ 身の丈にあった学習会の積み重ね 

学習会を開催してきた代表者の考えの共通点は、

そもそも社会福祉士として、支援者として、自

分たちは専門性が高くないという認識から出発

していた。学習会に参加する社会福祉士、支援

者と一緒に、お互いに専門性を高めていきたい

という思いがあり、それが、背伸びせず、今の

専門性の到達点からくる身の丈にあった学習会

の開催であり、その積み重ねである。 
 
（２）検討した事例の内容 

「東区地域力を高める学習会」と「ソーシャ

ルサポートネットワーク」の事例検討の内容を

みると、事例に出てくるクライエント及びその

家族には共通するものがある。それは社会的な

つながりが弱いということである。事例だけで

はなく、実際に働く現場でも 1 世帯の中にそれ

ぞれの世帯員が抱えるニーズが複合化し絡み合

うケースが存在している。それらは、短期間で
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の支援や既存のサービスでは解決できず、支援

が長期化することも少なくない。進む核家族化、

単身化による人間関係の希薄化、非正規雇用の

増加による雇用の不安定化、これらとあわせて

貧困の深刻化、社会的孤立が進んでいる。社会

的つながりが弱い人々の状況は、短期間で生み

出されたというよりは、長期の生活の積み重ね

による場合が多く、その 1 人ひとりが抱えるニ

ーズは時間とともに多様化、深刻化しがちであ

る。そうした状況に対して、高齢分野では利用

者の全体像の把握と分析のために、現場では「ア

セスメントツール」7）の開発や運用が進んでい

る。しかし、これでは定型化できない問題や「利

用者が望む本当のニーズ」を把握することは難

しい。介護保険法の第 1 条では、介護サービス

を必要としている人が「尊厳を保持し、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう、必要な保健医療サービス及び福祉

サービスに係る給付を行う」と規定されている

が、制度の適用が第一となって、利用者と向き

合うことが少なくなっているという声が聞かれ

ている。 

2016 年に政府は、「我が事・丸ごと」地域共

生社会実現本部を立ち上げ、「地域共生社会」に

向けて、地域住民を主体にしたつながりの再構

築を謳っている。こうした動きを受けて、現在

では社会福祉士や精神保健福祉士の福祉専門職

を職員として採用する自治体が増えている。し

かし、社会福祉の専門的な技術であるソーシャ

ルワークの「クライエントを取り巻く社会環境

とのつながりに着目した視点」が、福祉現場で

醸成されているとは言いがたい。だからこそ、

社会的つながりが弱い人を包摂するための知識

を身につけ、同じ目的意識を持った専門職と議

論を重ねながら、専門性を深めることが大切で

ある。それには、福祉関係者だけではなく、技

能を習得する教育や人権と法を照らし合わせた

支援が行えるような活動も重要である。実際、

代表者のなかには、リッチモンドから改めてソ

ーシャルワーク学び直す「ソーシャルワーク学

習会」（2018 年から）、法的根拠となる憲法につ

いて正しく理解する「憲法カフェ」（2019 年か

ら）など、新たな学習会を定期的に開催する動

きも現れている。地域課題を構造的に把握し、

視野を広げて検討していくことの必要性が見出

されている。 

結語 

行政をはじめ全国的に福祉職採用が広がり、

社会福祉士取得の職員が庁内、福祉職場に増え

ている。しかし、研修体制など組織として専門

性を高める体制の構築が十分とは言い難い状況

がある。実際、生活保護の現場では、ケースワ

ーカー経験のない査察指導員は、4 割から 5 割

に及ぶという数字が示されている 8）。同調査の

結果から、ケースワーカーにとって他職種連携

を積極的に進めることが、世帯の課題解決につ

ながるという回答がみられた一方で、他機関連

携に消極的な回答も多くみられた。このことは、

支援者による学習会に行政職員の参加が少ない

ことと関係していると考えられる。「東区地域力

を高める学習会」においては、行政機関への周

知を重ねているが、参加者はかなり限られてい

た。地域課題の解決には行政の協力が不可欠で

ある。幅広く学習会の趣旨を理解してもらうた

めに、地域住民の抱える諸問題を構造的に捉え

る視点、専門職同士の顔の見える関係づくりが

支援を円滑に進めることなど、成果を共有しな

がら、ひとりでも多くの地域の専門職を巻き込

んでいくことが求められている。学習会が地域

において実践と理論の融合を深めていくために、

次の展開を見据えて、継続し、共有していく体

制づくりを一緒に考えていきたい。 
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